
契 約 変 更 理 由 書 

神 戸 市 

工 事 名 東灘（住吉山手）配水管取替工事その２ 

 契約変更後の工事概要 

 

 管布設(m) φ75-7.9，φ75(給)-3.3，φ100-180.4，φ150-522.9，φ200-15.6 

 管撤去(m) φ75-10.0，φ75(給)-0.9，φ150-696.0，φ200-109.4，φ300-199.8，φ400-26.2 

 

 契約変更の理由 

 

１．管布設・撤去について 

 ①φ150 配水管撤去について、並走している撤去管φ300・φ400 と同一掘削内にて撤去を行った。 

φ150撤去に伴う床掘工・土砂運搬工・埋戻し工が減工となる。 

②既設管の占用位置が浅く、軽量鋼矢板土留が不要となり減工となる。 

 

２．仮配管の減工について 

 既設管が道路側溝やガス管が近接しているため占用位置を変更する事となり、仮配管の減径・一部区

間の布設撤去を廃止した。仮配工が減工となる。 

 

３．舗装復旧について 

 一部区間について、他水道工事と競合しており、協議の結果舗装復旧面積が減少し付帯工が減工とな

る。それに伴い工期が短縮したため交通誘導員が減となる。 

 

 

（公表様式第６号） 


